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序章 都市計画マスタープランの見直しの考え方             

１．見直しの背景 

 
 
 
 

●背景：計画目標期間（平成 13 年度～32 年度）の中間年として、社会

情勢等の時代の変化に対応するとともに、実効性の高い計画へ

と見直すことが求められています。 

 
１－１ 時代の変化に対応した計画内容への見直し 

中標津町では、平成 13 年 3 月に「中標津町都市計画マスタープラン」（以下、「都

市マス」という）を策定しました。計画の目標期間（年次）は 20 年（平成 13 年度

～平成 32 年度）としており、平成 22 年で策定から 10 年が経過し、ちょうど中間年

となります。 
 このため、以下の経過や変化を踏まえ、中標津町の都市計画行政が直面している課

題に適切に対応した「後期計画」とするための見直しが必要となっています。 
 
① 社会情勢の変化 

急速な少子高齢化の進行、地球規模での環境問題の深刻化、景観に配慮した地

域づくり、安全な地域づくりへの意識の高まり、都市間、地域間競争の激化、ま

ちづくり関係法制度の改正などといった社会情勢の変化への対応が求められて

います。 
 

② 上位・関連計画の策定・改正 
北海道が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の定時見直し、

中標津町における「パートナーシップで進めるまちづくり」や「自治基本条例」

の検討、「第６期中標津町総合発展計画」の策定、「集中改革プラン」、「事務事業

評価」の実行などの変化への対応が求められています。 
 

③ 財政状況の変化 
国の行財政改革及び地方分権の動きに伴い、町の財政状況の変化も大きいもの

があり、財政状況に応じた身の丈にあった計画へと見直す必要があります。 
 

④ 新たな都市づくりの課題 
改定前の都市マス（平成 13 年 3 月策定）が、目指すまちづくりをどのように

進めてきたか、どこまで実現したかの課題を整理し、より一層の推進を図る必要

があります。 
 

⑤ まちづくりへの町民参加の重視 
町民参加の計画策定が法律上明記され、町民主体のまちづくりが求められてい

ます。 
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１－２ 計画の実行、推進上の課題 
平成 13 年 3 月策定の中標津町都市計画マスタープランは、町民参加の手法、

効率的都市経営、中心市街地の土地利用の高度化などを念頭に置いた「コンパ

クトシティ※」の概念の導入など、道内でも先進的な事例として評価されてい

ます。 

※コンパクトシティ 
都市の郊外への拡大を

抑制し、住宅、職場、店舗、

病院など、生活に必要な機

能が近接した効率的で持

続可能な都市、もしくはそ

れを目指した都市政策。 

しかしながら、各種施策の実現の状況に関しては、町の総合発展計画の推進

施策と連動し一定の成果をあげている一方、掲げられた理念と現実の土地利用

との矛盾や施策の推進における停滞現象等も見られ、以下のような課題が指摘

されており、実効性の高い計画へと見直すことが求められています。 
  
① 進捗の状況を町民に伝える 

「都市マス」に基づく施策・事業の進捗状況を、的確に町民に伝える必

要があります。 
  
② 行政の横断的な取組み体制を整える 

行政は、「都市マス」を都市づくりの総合的な指針として認識し、その

実現に向けて横断的な取組み体制を整える必要があります。 
 
③ 町民は自ら担うという意識を持つ 

町民は、都市づくりを身近な問題として捉え、「都市マス」実現のため

に自らが担うという意識を持つ必要があります。 
 
④ 目標や情報を共有する 

町民、行政ともに、それぞれの都市づくりに関わる活動を個々に行うの

ではなく、目標や情報を共有し取り組む必要があります。 
 
⑤ 町民と行政の協働体制を整える 

行政や町民が役割分担により連携、協働、支援していくという体制と意

識を持って都市づくりに取り組む必要があります。 
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２．見直しの目的と基本的考え方 

 
 
 
 
 
 

●目的：町民と行政の協働により着実に推進されるべく計画として、一

層明確な指針及び手引きとして改定します。 

 

●施策の取組みに関して重点的な見直しを図り、いつ頃？どこで？だれ

が？なにをする？について可能な限り具体的に示していきます。 

 
２－１ 見直しの目的 

■まちづくりの指針及び手引きとしての都市マスへ 
町民と行政が「都市マス」に掲げられた「理念」や「将来像」をしっかりと共有し、

まちづくりへの課題や方向性を認識し、官民の役割分担とパートナーシップによって

課題解決に取り組んで行くことのできる実効性の高い計画へと見直すことが求めら

れています。 
このため、都市マスが、今後の中標津町のまちづくりにとって、一層明確な指針及

び手引きとして活用されるものへと改定します。 
 
改定の留意点 
① 体系の明確化：「目標」⇒「構想」⇒「方針」をわかりやすく体系化し明確に

示します。 
② 具体的な施策：目標、方針に基づき、その実現に向け実施すべき具体的施策を

示します。 
③ 指標の明示 ：個々の施策に対し「成果指標（数値目標）」を可能な限り示し

ます。 
 

 
２－２ 見直しの基本的な考え方 

■「いつ頃？どこで？だれが？なにをする？」の施策の取組みの明記 
当初計画は、町民参加の手法を取り入れて策定した経緯があり、町民ニーズの反映

された目標や方向性が示されています。 
当初計画が大きな町民参加により策定された経緯を踏まえると、そこから得られた

プラン及びまちづくりの目標や方向性は尊重されるべきものであり、大きく変わるも

のではありません。 
このため、本見直しでは、施策の取組みに関して重点的な見直しを図り、いつ頃？

どこで？だれが？なにをする？について可能な限り具体的に示していきます。 
 
施策の取組み明記の留意点 
① 行政が主体の取組み：施策の手法、優先度を検討し、時期について示します。 
② 官民協働の取組み ：町民との役割分担を明確化し、推進方策を示します。 
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２－３ 見直しの視点 
今回の見直しでは、当初計画の目標や方向性を尊重しつつも、国の制度の変更や社

会情勢の変化に対応し、「まちの潜在的な可能性を延ばす視点」で見直すとともに、

「コンパクトシティの理念に基づいた都市経営の戦略的な視点」や「景観を戦略的に

活かすまちづくりの視点」を重点的な見直しの視点とし、計画策定後の実践的な取組

みを視野に入れ、「選択と集中」による実効性のある計画へと見直します。 
 
■まちの潜在的可能性を延ばす視点で見直す 
「農の営み」と農村の土地利用、「商工業者の営み」と市街地形成、これらの営み

の連携とそれを取り巻く「周辺環境を活かした観光振興」など、中標津町の「産業」、

「営み」、「環境」、「暮らし」を繋ぎ、まちの潜在的な可能性を延ばす視点で計画を見

直します。 

 
■都市経営の戦略的視点を持って見直す 
まちの財政運営に充分配慮し、財政を圧迫しない「コンパクトシティ」の理念に基

づいた土地利用方針の策定など「都市経営の戦略」を意識して計画を見直します。 
 

■景観を戦略としてまちづくりに活かす視点で見直す 
「景観」を地域振興の戦略として活用し、中標津らしさの魅力を創出する視点で計

画を見直します。 
 

■「選択と集中」による実効性のある計画へと見直す 
まちの各地区の発展過程や町民気質を考慮するとともに、行政組織の実情や限界を

直視し、財政的に無理のない身の丈にあった手法で取組み、事業の「選択と集中」に

よる実効性のある計画へと見直します。 
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３．中標津町都市計画マスタープランの位置づけと役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「中標津町の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18条の2）」

として策定します。 

 

●中標津町の「暮らしやすいまちづくりのための設計図」として、町の

創意工夫により定めます。 

 

●対象地域は、原則として都市計画区域です。 

 

●目標期間（年次）は、概ね 20 年先を見据えた平成 42 年度の将来ビジ

ョンを描きつつ、第６期総合発展計画と連動し、平成 23 年度～32 年

度の 10 年間を後期計画期間として都市の整備を推進します。 

 
３－１ 都市マスの位置づけ 

■中標津町の都市計画に関する基本的な方針 
中標津町都市計画マスタープランは、正式には、「中標津町の都市計画に関する基

本的な方針」といい、平成４年の都市計画法の改正により創設された制度で、市町村

はその策定が責務となりました。 
議会の議決を経て定められた建設に関する基本構想（「中標津町総合発展計画」）と、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（北海道策定）に即して定めることとされ

ています。 
都市計画マスタープランは個別の事業の内容そのものを直接決めるものではあり

ませんが、中標津町が定める都市計画の決定や変更あるいはその具体的な検討の指針

となるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町
民
の
意
見 

中標津町総合発展計画 

中 標 津 町 都 市 計 画

マ ス タ ー プ ラ ン

【具体の都市計画】 

 
土地利用 

 
都市施設

の整備 

 
市街地 

開発事業 

事
業
の
実
施 

都
市
計
画
の
決
定 

即す 即す 

・将来都市像 
・都市づくりの目標、基本方針

・地域別整備方針 など 

中標津町の上位計画 北海道の上位計画 

中標津都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針 
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３－２ 都市マスの役割 
■暮らしやすいまちづくりのための設計図 
市町村が定める都市計画は、この都市マスに即したものでなければならないと

されており、いわば「暮らしやすいまちづくりのための設計図」となるものが都

市マスとなります。 
市町村の創意工夫によって、その構成から内容まで好きなように作ってよいと

されています。 
都市マスの役割 
① 将来像都市像の明示：まちの将来像を共有する役割 

中標津町を「こんなまちにしたい」という目標や将来像を示し、町民と行

政が共有する役割を担います。 
 

② 総合的な都市計画の指針：都市づくりの総合的な指針としての役割 
都市計画や都市づくりに関連する各行政計画や事業計画等の基本的かつ

総合的な指針としての役割を担います。 
 

③ 独自性を発揮した都市づくり：都市計画行政のマスタープランとしての役割 
中標津町の独自性を発揮した都市計画の長期的な基本方針を示し、土地利

用や公園・道路、市街地開発事業等の個別の都市計画に反映する役割を担い

ます。 
 

④ 町民参加の促進：町民と行政の協働で進める都市づくりの指針としての役

割 
町民と行政の協働によって、次の世代に引き継ぐ住み良い都市づくりを進

めるための指針としての役割を担います。 
 
 

 
 都市計画マスタープランの概要 ～都市マス創設の目的と効果～ 
 

策定主体 ・町民に最も近い立場にある市町村（中標津町）が定める。 

対象区域 ・原則として都市計画区域を対象とする。 

・「総合計画」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（北

海道が策定）」に即す。 策定条件 

・「地域の実情」と「町民の意向」を反映させる。 

目  的 ・望ましい「都市の将来像」を明確にする。 

・個別の都市計画の相互調整を図り、「総合的な都市計画の指針」

を示す。 

・地域別の課題に応じた「整備方針」を定める。 

効  果 ・地域の実情に沿った計画的な都市づくりが図られる。 

・行政内部の横断的な意思統一による都市づくりを可能とする。 

・町民と行政の協働による都市づくりを促進する。 
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３－３ 対象地域と構成 
■対象地域 
原則、中標津都市計画区域全域（面積 4,441ｈａ）を対象としますが、将来的

な都市的土地利用が見込まれる地域についても検討対象とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画区域 

西部地域 

西町地域 

東中地域 

中心部地域 

東部地域 

南部地域 

 
 

■都市マスの構成 
基本的な「都市マス」の構成は、都市づくりの「将来像」、「全体構想」、「地域

別構想」、「実現化方策」からなっています。 
※コミュニティ 

共同体。一般的に地域社

会やある共通の意識によ

りつながっている集団の

意味で使われる。 

「地域別構想」は、地理的条件や土地利用等の空間的まとまりと地域コミュニ

ティ※等の社会的まとまりに関する視点から、町民に理解されやすい６地域（中

心部地域、西町地域、東中地域、東部地域、南部地域、西部地域）に区分します。 
  

 
 
 
 
 
 

 

■将来像 

（目標） 

■全体構想 
 

テーマ別・分野別整備方針  

■実現化方策

■地域別構想 地域別街づくり方針 
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３－４ 目標期間（年次） 
計画の目標期間（年次）は、長期的展望に立った将来像を示す計画として、概ね

20 年先を見据えた平成 42 年の将来ビジョンを描きつつ、第６期総合発展計画と連動

し、平成 23 年度～32 年度の 10 年間を「後期計画期間」として都市の整備を推進し

ます。 
新しい総合発展計画の策定（10 年毎）と並行して総合検証と全面見直しを行うと

ともに、総合発展計画の実施計画（３年毎）に併せて中間検証と部分見直しを行いま

す。 
さらに、地域別街づくり構想は、地域町民の発意や具体的事業に併せて随時見直す

こととします。 
 

 総合検証・全面見直し 

 
2011(H23)      2020(H32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001(H13)      2010(H22) 2021(H33)      2030(H42)

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

第５期中標津町総合発展計画 第６期中標津町総合発展計画 
即す 即す

目標期間:20 年（H23～H42） 

 中標津町都市計画マスタープラン（目標期間：20 年（H13～H32））

第７期中標津町総合発展計画 

前期計画（H13～H22） 後期計画：10 年（H23～H32）
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４．策定の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●策定期間：平成 21 年度～平成 22 年度の 2 カ年です。 

 

●策定体制：策定する体制ではなく、計画を実施する体制を整えます。 

○策定委員会  ：学識経験者、各地域の方、各団体の構成員、

公募町民、庁内部長職で構成し、計画案の最

終検討、調整を行う機関です。 

 

○庁内推進会議 ：都市マスに関わりの深い庁内課長職、係長職

で構成し、策定委員会に諮る素案を検討する

機関です。策定後は横断的な連携により施策

を推進します。 

 

○街づくり 

ワークショップ：各地域の町民で構成し、地域の問題、課題、

意見を提言します。策定後は「街づくり協議

会」に移行し各種街づくり活動を担います。 

 
 

４－１ 策定期間 
■平成 21 年度～平成 22 年度の 2 カ年で策定 

平成 21 年度は、まちづくりフォーラムにおいて町民参加によるワークショップを

開催し、ここで得られた意見を材料にしながら、庁内推進会議や策定委員会での議論

を中心に、全体構想を検討しました。 
平成 22 年度は、全体構想を受けて、地域別やテーマ別のより具体的な構想を検討

しました。検討にあたっては、地域町民の方の参加による街づくりワークショップを

開催し、地域の方の意見、提言をいただく機会を設けました。 

 
 
 
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度以降 

計画の見直し・検討 計画の推進 

全体構想 地域別・テーマ別構想 協働で実践 

改
定･

策
定 

・まちづくりフォーラム ・街づくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（町民参加） ・庁内推進会議（官） 
・庁内推進会議（５回程度） ・庁内推進会議（３回程度） ・街づくり協議会（民） 
・策定委員会（３回程度） ・策定委員会（３回程度） 
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都市マス策定の取組み経緯 

 

町民参加による検討 

年度  情報公開 
町民意見聴取 

街づくり 

ワークショップ
策定委員会 

行政による検討 その他 

平成 20 年度 冬         ・第１回庁内推進 

 会議 

・第２回庁内推進 

 会議委員研修会 

  

春             

夏         ・第３回庁内推進 

 会議 

・第４回庁内推進 

 会議 

・都市計画審

 議会 

秋 ・策定委員募集 

 

・まちづくり交流 

 広場 

・フォーラム＆ 

ワークショップ

   

・第１回策定 

 委員会 

 

 

・第５回庁内推進 

 会議 

  

平成 21 年度 

冬 ・都市マス通信 

 １号 

 

 

・都市マス通信 

 ２号 

    ・第２回策定 

 委員会 

 

 

・第３回策定 

 委員会 

 

・第６回庁内推進 

 会議 

・第７回庁内推進 

 会議 

 

 

 

 

・景観審議会

・都市計画審

 議会 

春   ・団体ヒアリング 

・地域別ヒアリング 

・各課ヒアリング 

 

・第１回街づくり 

 ワークショップ 

 （地域別） 

      

夏 

 

    ・第２回街づくり 

 ワークショップ 

 （合同） 

 

 

・第４回策定 

 委員会 

 

・第８回庁内推進 

 会議   

秋 ・都市マス通信 

 ３号 

 

・都市マス通信 

 ４号 

・中標津高校ワー 

 クショップ 

・中標津農業高校 

 ワークショップ 

・第３回街づくり 

 ワークショップ 

 （地域別） 

 

・第４回街づくり 

 ワークショップ 

 （合同） 

 

 

 

・第５回策定 

 委員会 

 

 

・第９回庁内推進 

 会議 

  

平成 22 年度 

冬 ・まちづくり交流 

 広場 

・都市マス通信 

 ５号 

 

・都市マス説明会

 

・啓発フォーラム 

 

 

・パブリックコメント 

   

・第６回策定 

 委員会 

・第 10 回庁内推進 

 会議 

 

 

 

 

 

・景観審議会

・都市計画審

 議会 

 

 



                   序 章 中標津町都市計画マスタープランの見直しの考え方    

４－２ 策定体制 
■策定する体制ではなく、計画を実施する体制を整える 
策定する体制だけでなく、計画策定後の実践的な取組みを担える体制を整えること

が必要です。そのため以下の体制を整え策定及び計画の推進を図ります。 
 

①  策定委員会  
計画案の最終検討、調整を行い、町民に示す原案を承認する機関で、都市計画

に関する学識経験者、各地域の方、各団体の構成員、公募町民、部長職で構成し

ました。 
 
②  庁内推進会議  

策定委員会に諮る素案を検討する機関で、都市マスと担当業務の関係を横断的

体制の中で確認しながら現場に近い視点で策定事務局と一緒に素案を検討しま

した。 
庁内で都市マスに関わりの深い、課長職、係長職で構成し、都市マス策定後は

横断的な連携により施策の推進を図ります。また、策定過程での町議会への検討

経過報告、意見交換や関係機関との協議、調整を行いました。 
  

③ 街づくりワークショップ（⇒街づくり協議会）  
各地域（西町・東中・東部・中心部・南部・西部）の方々で組織し、地域の課

題や解決策を話し合っていただき、都市マス策定後は、「街づくり協議会」を組

織し各種まちづくり活動を担っていただきます。 
 
④ 策定事務局  

先行的に会議資料の作成、結果のとりまとめ、策定スケジュールの管理、検討

段階における広報、ニュースレター等による情報発信、フォーラムや説明会の企

画、運営などを担当しました。 
庁内推進会議事務局（建設課）、委託業務受注コンサルタントで構成しました。 

 
■策定手順 
策定は、「庁内推進会議」が素案の策定作業を進め、策定委員会に提出する計画案

について検討を行いました。「策定委員会」は計画案の最終検討、調整を行いました。 
プラン策定に伴い、策定手続き、「中間案」、「最終案」等の段階で広報紙や町ホー

ムページ等を通じパブリックコメントを実施するほか、説明会、意見交換会、ワーク

ショップなどで、より多くの方々の意見を伺い、さらに、地域別まちづくり構想の見

直し策定においては、各地域の方々の参画のもと、協働でプランの見直し策定を行い

ました。 
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 中標津町都市計画マスタープラン策定体制 

 
 

都市計画審議会  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町 長 町 議 会 
総合発展計画等特別委員会 

 

 

 
 
     ・策定委員会に諮る素案を検討 する機関 
     ・都市マスと担当業務の関係を 横断的体制の中で確認しながら現場に近い視点で素案を検討 
     ・都市マス策定後には横断的な 連携により施策の推進を図る 
 
 
 
 
 
 

策定事務局 
・庁内推進会議事務局（建設課） 
・コンサルタント 
・会議資料作成、結果とりまとめ、 
 スケジュール管理など 

庁内推進会議 

  

町民 部長職 （職員）

行政職員 
・管理職会議 
・職員研修会 
・庁内 LAN 等 

町民・企業・団体 
・説明会・意見交換会・広報等 
・フォーラム 
・パブリックコメント等 

情報共有・意見交換 情報共有・意見交換 

内容精査・ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

検討資料提供・検討結果取りまとめ 

内容精査・ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

街づくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（協議会）
・地域の問題、課題、意見を提言 
・都市マス策定後には各種街づくり活

動を担う 

情報共有・意見交換 

・課長職 10 人 ・係長職 11 人 
・都市マス推進の企画及び検討 
・都市マスに関する情報交換 

検討経過報告 
意見交換 
調整 

策定委員会 
・案の最終検討、調整を行う機関 
・学識経験者、各地域・各団体の構成員、公募町民、部長職
・一般町民に示す原案を承認する機関 

景観審議会 

諮問 答申 
報告・意見交換・調整 報告・意見交換・調整

・国・北海道 
・整開保 
・総合発展計画 
関係機関 
関係計画等 

協議・調整

産業建設常任委員会 

事務局的
参加 

 

・中心部 ・西町 ・東中 
・東部  ・南部 ・西部 
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 第１章 中標津町の現状と課題                  

１．社会的動向 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●全国的には人口は減少の方向へ向かっています。中標津町においても、平

成 27 年をピークに減少に転じると予測されています。 

 

●出生率が低下し、子どもの数が少なくなる一方で、平均寿命の伸びにより

高齢者が増えており、平成 27 年には超高齢社会に突入します。 

 

●地球規模での環境問題が深刻化し、環境負荷の少ない持続可能な低炭素・

循環型社会への転換が求められています。 

 

●景観に対する関心が高まっており、国では景観法を制定し、景観まちづく

りに対する法的規制力の施策体系が整えられています。 

 

●大規模地震に対する切迫性や、多様化、複雑化、巧妙化する犯罪に対する

不安など、安全な地域づくりに対する意識が高まっており、自然災害への

対応力の強化とともに、地域の防犯力の強化が必要とされています。 

 

●都市間競争、地域間競争に勝ち抜く、個性を活かした魅力的な地域づくり、

都市づくりを行っていくことが求められています。 

 
１－１ 人口減少社会の到来 

国立社会保障・人口問題研究所の平成 18 年 12 月推計によると、今後、日本の人

口は減少し続け、平成 58 年には一億人を割ると考えられています。 
中標津町においては、人口は増加の傾向を示していますが、その伸び率は近年鈍化

の傾向を示しており、平成 19 年 3 月の同研究所推計では、平成 27 年をピークに減

少に転じると予測されています。 
 

日本の総人口の推移 中標津町の総人口の推移 
 （平成 18 年 12 月 国立社会保障人口問題研究所推計） （平成 19 年 3 月 国立社会保障人口問題研究所推計） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中標津町の人口推移（国勢調査）
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１－２ 少子高齢化の進行 
女性の社会進出やライフスタイルの

多様化などを背景に、出生率が低下し、

子どもの数が少なくなる一方で、平均

寿命の伸びにより高齢者が増えてきて

います。 
全国の高齢人口割合は、平成 17 年の

20.1％から、平成 32 年には 29.2％、

平成 42 年には 31.8％と進行し、約３

人に１人が高齢者になると推計されて

います（平成 18 年 12 月 国立社会保

障人口問題研究所推計（出生・死亡中

位））。 
中標津町では、全国に比べ高齢化の進展は遅いものとなっていますが、平成 17 年

には高齢人口割合と幼少年人口割合が逆転し、平成 27 年には高齢人口割合 21％を上

回る超高齢社会に突入し、平成 32 年には 26.5%、平成 42 年には 30.6%とになると

予測されており、中標津町においても例外なく少子高齢化が進行しています。 
 
 

１－３ 地球規模での環境問題の深刻化 
CO2 排出量の増加に伴う地球温暖化は、地球規模での環境問題として深刻化して

おり、人々の環境に対する関心は、地球環境を

視野に入れて高まっています。 
今後は、省エネルギー化や自然エネルギーの

活用、ごみの減量化やリサイクルなど、日々の

暮らしや事業活動などを環境負荷の少ないもの

へと変え、持続可能な低炭素・循環型社会へと

転換していくことが求められています。 
 
 

１－４ 景観に対する意識の高まり 
近年、精神的、文化的に豊かな生活を求める意識の高まりとともに、景観に対する

関心が高まっています。 
国においては、良好な景観の形成を促進するため、平成 16 年に景観法を制定し、

地方自治体が進める景観まちづくりに対して法的規制力を持たせる施策体系が整え

られました。 
中標津町においては、平成 9 年に景観条例を施行し「ふるさと中標津の良好で緑

豊かな自然景観や酪農景観などを守り、つくり、育てること」を目的に景観形成に取

り組んでいるところですが、国の法体系や施策体系の変革に対応した新たな段階の景

観行政に向かうことの検討が必要とされます。 

中標津町の幼少年人口・高齢人口割合の推移

中標津町の幼少年人口・高齢人口割合の推移 
（平成 19 年 3 月 国立社会保障人口問題研究所推計） 
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１－５ 安全な地域づくり意識の高まり 
■自然災害への対応力の強化 
我が国はこれまで、地震、台風、集中豪雨など、様々な自然災害に見舞われ、毎年、

多くの尊い人命や財産が失われています。特に近年、各地域において大規模地震の切

迫性が指摘されており、大地震に対する意識が高まっています。 
中標津町においても平成６年 10 月 4 日に発生した東方沖地震では大きな被害を受

け、この災害を教訓に、10 月４日を防災の日と位置づけ、防災訓練等により防災意

識を保持し、万が一の災害に備えるよう、広報周知を行っています。 
 

■地域の防犯力の強化 
地域社会で発生する犯罪が、社会構造や経済状況の変化に伴い、近年、多様化、複

雑化、巧妙化し、町民の不安は高まり、日常生活の安全・安心が脅かされています。 
価値観の多様化などに伴って地域の連帯意識が希薄となり、地域の防犯力を低下さ

せ、複合的な犯罪発生要因とあいまって地域の治安を悪化させているといわれていま

す。 
地域の町民一人ひとりが生活の安全に関する意識を高め、町民、事業者、ボランテ

ィア団体、ＮＰＯ、行政など地域社会全体が連携・協力し、日常生活の中で防犯対策

に取り組むことが求められています。 
また、道路、公園等の公共施設や住宅の構造、設備、配置等について、犯罪防止に

配慮した設計を行うなど、犯罪の発生を防ぐ環境の構築も重要とされます。 
 
 

１－６ 都市間競争・地域間競争の激化 
近年、経済・社会等の様々な側面で地球規模での相互交流が進み、日本を含むアジ

ア地域においても国際的な都市間競争は年々激しくなっています。 
一方、消費社会の成熟によって、質的な豊かさを求める傾向が強くなり、いわゆる

「本物志向」が高まるなか、地域間の競争はますます激しさを増しています。 
これらへの対応には、地域の特性や実情に応じた独自性の発揮が不可欠であり、自

他ともに認め、認められる、個性を活かした魅力的な地域づくり、都市づくりを行っ

ていくことが求められています。 

 15 



  中標津町都市計画マスタープラン                                 

２．改定前の都市マスの残した主要課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●都市マスに基づく実績を町民にしっかりと伝えることが必要です。 

 

●業務と都市マスの関係を認識し横断的な推進体制を整えることが必

要です。 

 

●コンパクトなまちづくりへ向けた具体的で実践的な対応が必要です。 

 

●農村の環境・景観を生かし産業の活性化に結びつく戦略的な方策の検

討が必要です。 

 

●交流拠点としての市街地中心部の具体的ビジョンと活性化策の検討

が必要です。 

 
 

２－１ 都市マス全体に対する評価・検討課題 
■都市マスに基づく実績を町民にしっかりと伝えることが必要 
都市マスの実績評価に当たって、ソフトからハードまで大小様々な取組みや事業の

実績が 200 ほどあげられましたが、これらの実績が町民、また庁内に伝わっていな

いという問題が浮き彫りとなりました。 
これは、都市計画審議会と景観審議会の両審議会から「都市計画マスタープランの

実現の手立てについて」として指摘されているところでもあります。 
情報公開を行っていなかったわけではありませんが、伝える努力や伝える工夫が欠

けていたとの反省を踏まえ、しっかりと伝えていく必要があるとの確認がなされまし

た。 
 

■業務と都市マスの関係を認識し横断的な推進体制を整えることが必要 
庁内における都市マスの認識は、建設行政に関わる課・係だけのものとの認識が強

いとともに、総合発展計画を上位計画とし、その実施レベルのなかで、連動して都市

マスを推進していくという認識が各課・係で共有されていないという課題が明らかと

なりました。 
実績としての取組み、事業が、都市マスを意識したわけではないが、実は都市マス

と関係していたと改めて気づいたという職員も多く、都市マスとの関係が改めて確認

されました。 
今後は各課・係での日々の業務の中で都市マスを意識し庁内の一体的な連携により

推進していくことが必要との意識共有がなされ、より一層明確な指針及び手引きとし

て都市マスを見直す必要があるとの確認がなされるとともに、パートナーシップによ

る推進体制の構築が必要であるとの確認もなされました。 
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■コンパクトなまちづくりへ向けた具体的で実践的な対応が必要 
実績として評価されるものとして、防風林等の自然環境保全、大規模公園整備など

が、“共生”、“交流”をテーマとした都市マスの推進として評価されるものであるが、

バイパス沿いの土地利用など、一部、都市マスと整合を欠く実績がみられるなどの問

題が指摘されます。 
「まちづくり三法（中活法、都市計画法、大店法）」の改正や、「景観緑三法（景観

法、景観法関係法、都市緑地法）」の制定など、当時はなかった法規制が新たに整備

されていることから、その活用も視野に入れ”自律”した都市（＝コンパクトシティ）

の実現に向けて、その対応策を検討していくことが必要です。 
 

■農村の環境・景観を生かし産業の活性化に結びつく戦略的な方策の検討が必要 
農村の豊かさと都会的な暮らしの共存・共生する環境が中標津の魅力として捉えら

れています。特に、中標津の発展を支えた基幹産業の農業や、市街地の中心を流れる

標津川やタワラマップ川、都市を囲む防風林などの自然が大きな魅力として認識され

ており、それらを守り、生かし地域の活力としていこうとする団体や民間の取組みが

多く見られます。 
農村部の環境・景観を守り、生かし地域産業の活性化に結びつけていく戦略的な方

策の検討が必要となっています。 
 

■交流拠点としての市街地中心部の具体的ビジョンと活性化策の検討が必要 
当初計画の策定当時、踏み込んだ検討を行う条件が整っていなかったことから、具

体的な議論にいたらなかった中心市街地に関しては、具体的なビジョンがなく共有さ

れていないことから、その取組みは停滞気味となっていました。 
交流拠点としての市街地中心部のあり方と方策を検討し、まちぐるみでビジョンを

共有し、その実現に向けて取り組んでいくことが必要です。 
 
 

２－２ 各構想に対する評価と課題 
【自然と歴史を大切にした都市の骨格方針を示す構想（ミレニアムプラン）】 
■１ 自然環境骨格を大切にする取組み  

☆☆☆ 大規模な緑地（公園、保安林など）の整備や維持管理等の充実した取組み

を行ってきています。 
⇒ 公園、森林等の適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

☆☆ 河川の保全、整備・活用に関しては、河川を活用したイベントなど河川活

用の民間の取組みがみられます。ハード整備は徐々に進められていますが、

途上段階にあり、会議や調査、都市計画としての緑地決定など調査研究、

制度的な取組みを中心に行ってきています。 
⇒ 調査研究成果等を活かした河川環境整備をどのように行うかの検討

が必要です。 
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 ☆☆ 武佐岳への眺望確保に関しては、眺望ラインの景観形成基準や携帯電話基

地局設置に係る指導指針の制定などの制度的な規制誘導策の取組みを行

ってきました。 
⇒ 景観眺望点の設定や具体的な空間保全策の検討、また景観まちづくり

における法的規制効果の導入の検討などが必要となっています。 
☆ 河岸段丘の保全、活用に関しては、緑の基本計画に位置づけました。 

⇒ 具体的、実践的な取組みに向けた検討が必要です。 
 

■２ 歴史環境骨格を大切にする取組み 
☆☆☆ 中標津神社鎮守の森は、適切な維持管理により保全されています。 

⇒ 適切な維持管理を行っていくことが必要です。 
☆☆ 先史時代の遺跡は現状保存がされています。 

⇒ ただ残すだけではなく、歴史的資源としての活かし方を検討すること

が求められます。 
 ☆☆ 中標津の発展の礎となった旧農業試験場庁舎「伝成館」を保存し、開拓の

歴史を大切にしながらまちづくりに活かしていこうとする民間の取組み

がみられます。 
⇒ 当該施設の戦略的活用、情報発信、意識共有、取組みの活性化、支援

体制の充実が求められます。 
 ☆☆ 道路整備、空港整備が進められてきていますが、未整備道路もまだ多く見

られます。 
⇒ まちの歴史、中標津らしさが伝わる整備とともに、施設の有効活用に

向けた検討が求められます。 
☆☆ 鉄道跡地を活用したウォーキングコースなど民間の取組みが見られます

が、環境整備は立ち後れている状況にあります。 
⇒ まちの歴史を伝える情報伝達のしくみや環境の整備が求められます。 

 ☆☆ 開拓当時の市街地区画形態に配慮した道路配置を行っていますが、一部で

未舗装の生活道路もみられます。 
⇒ 生活道路の整備と適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

  
【交流・共生・自律をテーマとして町民の地域への夢や希望を叶える都市の構造方針を

示す構想（夢実現化構想）】 
■１ “交流のある都市”実現の取組み 
☆☆☆ 交流拠点としての各種公園（運動、ゆめの森、森林、児童など）の充実し

た整備が行われてきました。 
⇒ 適切な維持管理とともに、交流拠点としての活用方策を検討してくこ

とが必要です。 
☆☆ 広域交流アクセス網となる幹線道路は、充実した整備が行われてきました。

歩行者ネットワークの整備に関しては、ウォーキングルートの設定など民

間の取組みが見られますが、歩行者道路の整備はバリアフリー化が中心で、

レクリエーション対応の河川敷や鉄道跡地を活用した環境整備は立ち後
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れている状況にあります。 
⇒ 歩行者ネットワークの具体的環境整備策の検討が必要となっていま

す。 
 ☆☆ 賑わい創出イベントや交流イベントなどの取組みが市街地で行われてい

ますが一過性の取組みとして終わっている状況にあります。 
⇒ 持続的な賑わい創出に向けた取組みへと転換していくことが求めら

れます。 
☆ 恒常的な街中回遊、賑わい創出に結びついた暮らしの環境（住・商・観の

複合拠点化）づくりに資する中心市街地形成、土地利用誘導施策はほぼ手

つかずの状況となっており、郊外部（白地地域）への大型店の出店により

中心部は衰退傾向にあります。 
⇒ 賑わい交流拠点としての中心市街地の活性化方策、土地利用方策の検

討が求められます。 
 

■２ “共生する都市”実現の取組み 
☆☆☆ 充実した草地更新、草地造成の取組みにより中標津らしい農地の環境を守

ってきています。 
⇒ この環境を守り、都市と共生した魅力の強化が求められます。 

 ☆☆ バイパス沿線や携帯電話基地局設置に関する景観形成基準の施行により

市街地景観の保全誘導を行っていますが、土地利用施策と連動した十分な

コントロールが出来ているというわけではありません。 
⇒ 土地利用施策と連動し、新たな段階の景観行政に向かうことの検討が

求められます。 
 ☆☆ 新規に開発する団地に対しての開発指導要綱を施行しました。また、緑化

ルールの要請を緑の基本計画に位置づけるとともに、既存の住宅地や商店、

工場などでの敷地緑化の要請も位置づけていますが、緑化要請の具体的な

取組みまでには至っていないのが現状です。 
⇒ 緑の保全や緑化に対する実践的な取組みの検討が求められます。 

 ☆☆ ますみ川の多自然型河川への改修など河川の環境整備は徐々に行われて

きており、タワラマップ川の親水環境整備に向けた調査も実施しています。

また、河川を活用した多様な民間の活動も見られています。 
⇒ 地域の利用ニーズに応じた河川環境整備の実現に取り組んでいくこ

とが必要です。 
 ☆☆ エゾリンドウ群生地の保全を緑の基本計画に位置づけたものの、保全が難

しいことから群生地の移植実験・調査を行っています。 
⇒ エゾリンドウの移植を進めるとともに移植跡の土地の有効利用の促

進・誘導が必要です。 
  

■３ “自律した都市”実現の取組み 
 ☆☆ 市街地のエッジとなる保安林の保全は充実した取組みを行ってきており、

営林署苗畑跡地の市街地のエッジとしての森づくりを緑の基本計画に位
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置づけました。 
⇒ 営林署苗畑跡地の実践的な緑化の推進が求められます。 

 ☆☆ 平成 13 年以降、重点整備区域（既存用途地域＆一部の白地地域）内にお

ける開発行為は平成 20 年度までに 15 件（19.5ha）あります。一方で重

点整備区域外（白地地域）での開発行為も 11 件あり面積では 23.4ha と

上回っている状況にあります。宅地開発指導要綱により良好な宅地形成を

促進しているものの市街地拡大の抑制力の効果まではないものとなって

います。 
⇒ 重点整備区域外（白地地域）の土地利用規制の有効な手立ての検討が

必要となっています。 
 ☆☆ 既成市街地内の土地の有効活用として、用途地域指定による土地利用の整

序、町有未利用地の処分や一団地化を推進しています。また、まちなか居

住の推進を住生活基本計画に位置づけ公営住宅のまちなかへの整備を推

進していますが、商業施設等の市街地中心部への集積による暮らしの環境

づくりは進んでいない状況にあります。 
⇒ まちなか居住誘導と連動し、商業施設の集積のみにこだわらない中心

市街地活性化方策や土地利用施策の検討が必要です。 
☆☆ 既存市街地の範囲を基本として都市計画道路網の配置と整備を行ってき

ています。順次、計画決定幅員どおりの整備が行っていますが、長年計画

幅員どおりに整備されていない未整備街路も見られます。 
⇒ 長期未整備都市計画道路の今後の扱いの検討が必要となっています。 

  ☆ 自動車優先型から歩行者優先型への転換に関しては、歩道のバリアフリー

化を進めているものの、歩行者優先への転換までにいたっていないのが現

状です。 
⇒ 公共交通網の再編や中心市街地活性化方策と連動した歩行者優先の

まちづくりを検討してくことが必要です。 
  

【総合発展計画と連動し、実効性の高い施策をパートナーシップで展開する都市の整備

方針を示す構想（総合計画連動構想）】 
■１ “安全・安心のまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 安心して医療・福祉サービスを享受できる市街地中心部の形成に向け、総

合福祉センターを建設し地域福祉活動の拠点としています。また、住宅が

近接した福祉交流拠点の形成に向けて、まちなかへの公営住宅整備を計画

しています。 
⇒ まちなかでの暮らしと福祉サービスの連携した施策の検討が求めら

れます。 
 ☆☆ 安全な移動空間の創出に向け、歩道のバリアフリー化を実施してきていま

す。道路照明については整備更新を進めていますが絶対数が不足している

状況にあります。バス輸送機能に関しては、空港連絡バスや障がい児移送

などのサービスを行っていますが、各種バス機能の集約化などに課題が残

されています。 
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⇒ バリアフリー化未実施路線の整備や歩道以外の歩行空間整備、照明確

保の充実が求められます。 
⇒ 町民の暮らしや観光、福祉などの総合的なバス機能のあり方の検討が

求められています。 
 ☆☆ 人にやさしく安全な交流空間の創出としては、各種公園整備を中心に行わ

れてきました。公園は目的機能を優先しつつ緊急避難所に位置づけていま

す。幼児から小・中・高校生、高齢者までが利用できる公園以外の交流施

設や、まちづくり活動拠点としての施設整備などの取組みは進んでいない

状況となっています。 
⇒ まちなかでの公園以外の交流拠点の形成が求められます。 

  
■２ “交流と活力のあるまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 運動公園の整備により健康・スポーツに関するレクリエーション環境は充

実してきています。自然を楽しむ環境はゆめの森公園や森林公園の整備に

よって向上し、標津川などの河川環境を活用したウォーキングの取組みな

ど民間の活動が見られています。 
農業（酪農）をテーマとしたレクリエーション環境については、公共牧

場整備により環境整備を行っているとともに都市間交流事業による交流

が行われています。 
⇒ 各種レクリエーション活動を産業振興にどう発展させていくかの検

討が必要となっています。そのうえで、各種レクリエーション活動の

環境整備の検討を行うことが求められます。 
  ☆ おもてなしの気持ちを大切にした情報提供に関しては、情報発信センター

の検討がされていますが、運営実施主体が課題となっています。 
また、来訪客をもてなす市街地景観形成としての商業地における景観づ

くりは進んでいない状況にあります。 
⇒ 情報発信の運営体制の検討や、商工会や商店街等の関係者の意思統一

による連携した街なみづくりが求められます。 
☆ 既存商工業の集積による産業振興については、住工の混在を解消する土地

利用規制は行ってきましたが、集積に向けた土地利用の取組みは、中心市

街地の空洞化や活性化、商業圏域調査などの調査事業にとどまっている状

況にあります。 
⇒ 中心市街地活性化方策と連動した土地利用方策の検討が求められま

す。 
  ☆ 空港を活かした交流環境、新産業の振興については、空港周辺での大規模

公園（ゆめの森、森林）の整備が行われているものの、臨空型の新たな産

業の受け入れは低迷している状況にあります。 
⇒ 空港を活用した臨空型産業のイメージを明確にし、地域で共有して戦

略を検討することが求められます。 
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 ■３ “自律と共生のまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 市街地拡大のバッファーとしての優良農地、保安林は、適切な維持保全を

行い、町民と創る森を緑の基本計画に位置づけています。 
⇒ 町民と創る森の環境教育の場としての具体的活用方策の検討が必要

です。 
 ☆☆ 河川や河岸段丘を大切にした市街地形成としては、河岸段丘の緑の保全を

緑の基本計画に位置づけています。 
また、標津川の活用をテーマとした会議の開催、ウォーキングルートの

設定、町民との協働による河川沿いの憩いの場整備など行われています。 
⇒ 河川環境の環境教育の場としての具体的活用方策、環境整備の検討が

必要となっています。 
☆☆ 鉄道跡地や農業産業遺産、近代化遺産などの活用としては、町民有志によ

る鉄道跡地の散策路としての活用が行われているとともに、ＮＰＯによっ

て旧農業試験場伝成館の保存・活用や地域資源調査、ふるさと遺産探求な

どのまちづくり活動が行われています。 
⇒ 各種民間活動のさらなる活性化、支援強化とともに、産業遺産等のよ

り良い活用に向けた環境整備の検討が求められます。 
☆☆ 子どもからお年寄りまでの幅広い参加・協働に向けては、地域まちづくり

事業補助金の交付やパートナーシップ推進研究会の設立などをベースに

各種地域活動に取り組んでいます。 
⇒ 幅広い参加協働に向けた協働意識の醸成や推進体制の検討が求めら

れます。 
  

■４ “冬の快適なまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
☆☆☆ 冬の快適な市街地形成の取組みとして、「はな通り会」によるアイスキャ

ンドルの取組みが見られます。 
⇒ 活動を持続させる支援体制を強化していくことが求められます。 

 ☆☆ 冬の遊び場創出に向けては、スピードスケート場、アイスホッケー場の運

動公園での整備を行っているとともに、ゆめの森公園では、歩くスキーを

楽しめる環境を整えています。また、冬期の大きなイベントとして、なか

しべつ冬まつりを開催しています。 
⇒ 冬を楽しむなかしべつの広域的な利用促進に向けた取組みが求めら

れます。 
  ☆ 北国にふさわしい住宅・住宅地形成に関する住生活基本計画への位置づけ

は特に行われておらず、開発局主催の研究会、意見交換会を行いましたが、

その後の具体的な取組みは停滞ぎみとなっています。 
北国にふさわしい交通ネットワークの整備として、宅地開発指導要綱に

より道路幅員の標準を規定しています。 
バス停の冬対策は利用者の低迷により未実施となっています。 

⇒ 北国にふさわしい住宅・住宅地形成に向けた具体的な施策の検討が求

められます。 
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  ☆ パートナーシップによる除排雪体制整備など官民一体となった総合的雪

対策の取組みは未実施となっています。 
⇒ 民間活力や地域力の具体的な活用方策を検討したパートナーシップ

づくりが必要となっています。 
  

 ■重点構想１ 市街地中心部の活性化（＝緑園都心の創造）の取組み 
（緑園都心） 
☆☆☆ 都心部に残る貴重で身近な自然との共生と歴史の積み重ねにより醸成さ

れる環境を骨格とする緑園都心の創造に向けた、大規模な緑地（公園、保

安林など）の整備や維持管理は、充実した取組みが行われてきました。 
⇒ 公園、森林等の適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

 ☆☆ 河川の保全、整備に関しては、改修整備が徐々に進められていますが、途

上段階にあり、会議や調査、都市計画としての緑地決定、緑地の保全や緑

化を緑の基本計画への位置づけなど、調査研究、制度的な取組みを中心に

行ってきています。 
⇒ 調査研究成果を活かした河川環境整備の具体的な推進策の検討が必

要となっています。 
 ☆☆ NPO や各種活動団体による自然、歴史をテーマとした環境の保全、活用

の取組みが行われています。 
⇒ 団体間の情報・意識の共有化や支援体制を強化していくことが求めら

れます。 
（生活都心） 
 ☆☆ 便利で快適なまちなかの生活の場（生活都心）づくりに向けては、まちな

か居住の推進を住生活基本計画に位置づけ公営住宅のまちなかへの整備

を計画しています。 
既成市街地の下水道整備はほぼ完了し、歩道のバリアフリー化も徐々に

推進していますが、商業施設等の市街地中心部への集積による暮らしの環

境づくりは進んでいない状況にあります。 
⇒ まちなか居住誘導と連動し、商業施設の集積のみにこだわらない中心

市街地活性化方策や土地利用施策の検討が必要です。 
（生業都心） 
☆☆ 町民生活と密接に結びついたまちなかの仕事の場（生業都心）づくりに向

けては、中心市街地の集客増大に向けた各種調査等を実施してきていると

ともに、起業家支援事業の補助を実施しています。環境整備としては、中

央通りのシンボルロードとしての整備を行っています。 
⇒ 市街地の集客実現化の具体的な環境整備の計画検討が必要となって

います。 
（交流都心） 
☆☆ 町民と来訪客の交流の場（交流都心）づくりに向けては、公園整備を中心

とした交流拠点整備を行ってきました。まちなかでの交流イベントが開催

されていますが、一過性の取組みとして終わっており恒常的にまちなかで

触れ合える環境は整っていないのが現状です。 
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⇒ 産業振興に繋がるまちなか交流を育む環境整備を行っていくことが

求められています。 
 

■重点構想２ 公共性の高い環境のネットワーク化 
 ☆☆ ネットワーク骨格としての都心部の貴重な自然環境や酪農を基盤とした

歴史環境の保全・活用については、河岸段丘や樹林地、河畔林、エゾリン

ドウ群生地等の保全を緑の基本計画に位置づけました。 
また、中標津の発展の礎となった旧農業試験場庁舎「伝成館」を保存し、

開拓の歴史を大切にしながらまちづくりに活かしていこうとする民間の

取組みがみられます。 
⇒ 緑の保全意識の共有化や、個々の緑の具体的保全・活用実施策の検討

が必要です。 
⇒ 歴史環境資源の発掘、情報発信、意識の共有化、保全策の検討が必要

です。 
 ☆☆ 道路、公園・緑地、河川、公共施設、公共性の高い大規模民間施設等のネ

ットワーク拠点の環境形成にあたっては、緑の基本計画に民間施設の緑化

促進を位置づけ、各種公園整備や河川の整備・調査を行ってきたほか、河

川や道路沿線等での町内会などの民間による環境整備に対しての補助を

行ってきました。 
⇒ 緑の保全、緑化に対する意識の醸成と持続的な推進体制の検討が必要

です。 
☆☆ 自然環境や歩行者用道路などによるネットワーク化については、ウォーキ

ングコースなど民間の取組みが見られますが、歩行者道路の整備はバリア

フリー化が中心で、河川敷や鉄道跡地を活用した環境整備は立ち後れてい

る状況にあります。 
⇒ ネットワークづくりの具体的対象や環境整備策の検討が必要となっ

ています。 
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                                第１章 中標津町の現状と課題    

３．中標津町の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 

●大切なもの：“豊かな自然と大地”と“街の基盤が形成された 20 世紀

の近代化遺産”を大切にしていくことが強く意識されています。 

 

●心配なもの：都市全体の安全性や活力度、都市経営などにわたる複合

的な課題が顕著となっています。 

 

●関心の高いもの：身近な自然環境の保全意識が高いとともに、安全・

安心な環境の充実を求める声が高まっています。 

 
３－１ “豊かな自然と大地”と“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産” 

中標津町は、武佐岳や標津川、広く続く平地と変化に富んだ河岸段丘の地形など、

悠久の時を超えて形成された“豊かな自然と大地”に恵まれており、町民には大切に

すべき環境として高く評価されています。 
また、中標津町の街の基盤が形成された 20 世紀は、次世代に語り継ぐべき重要な

時代として町民の記憶に残っており、その時代を代表する防風保安林や日本初の殖民

軌道・鉄道跡地、道路などの交通体系、防空壕跡等の戦時中の遺構、空港・旧海軍に

よる空港建設用道路、神社周辺の鎮守の森、殖民区画を基盤とした市街地、農業試験

場、さけますふ化場などは“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産”として保

全や活用が強く意識されています。 
 

３－２ 地域の発展とともに顕著となっている都市全体の複合的課題 
自然や大地、街の基盤の上に発展を続けてきた現在では、人口増加に代表される地

域の発展とともに、市街地が拡大し、都市基盤施設も充実してきましたが、同時に市

街地のスプロール化や市街地中心部の空洞化の進行、自然災害に対するぜい弱さの露

呈、郊外市街地における開発圧力の高まりなどによる都市運営上の基盤等の整備・維

持に関する負担の増大など、都市全体の安全性や活力度、都市経営などにわたる課題

が複合化しながら顕著となり、町民全体が懸念し始めています。 
特に、町民は、市街地中心部の空洞化の進行により衰退する商業地域を始め、消滅

する近代化遺産や魅力に乏しい街並み、増加する交通事故や遅れが露呈した自然災害

時対策、高齢化への対応が十分ではない都市環境、心のゆとり不足と青少年の行動、

新たな創造が求められる地域独自の文化や産業、対応が必要な分権化や環境共生への

体制、大変な冬期の雪処理対策などに関する関心が強くなっています。 
 

３－３ 身近な自然環境の保全意識、安全・安心な環境の充実意識 
身近な生活空間である地域においては、タワラマップ川等の小河川、エゾリンドウ

群生地などといった貴重な自然の緑地や小河川など、身近な自然環境の保全に対する

意識が高い一方、地域コミュニティの希薄化や交通事故、犯罪などに対する不安が強

く、集会所や公園の整備などといったコミュニティ環境や安全性の高い交通環境の充

実など求める声が高まっています。 
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４．町民の関心が高い地域課題 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

●高齢者や障がい者、子どもが安心して暮らせるまちづくりに対する関

心が特に高いものとなっています。 

 

●若者が楽しめ、働く場のあるまちづくりに対しての関心が集まってい

ます。 

 

●安全・安心、暮らしのゆとり、人とのふれあい、美味しい食、自然と

の調和など、暮らしの質を高める分野に関心が集まっています。 

 
 

４－１ これからの 10 年・20 年大切にしたいまちづくりのテーマ

平

 
成 21 年 11 月、総勢 180 名の町民の参加によ

り

標津まちづくり交流広場」において、フォーラムで

議

りです。 

１．高齢者や障がい者が安心して暮らせる思いやりのあるまちづくり 

、「まちづくりフォーラム」を開催いたしました。

このなかで行ったワークショップにおいて、「これ

からの 10 年・20 年大切にしたいまちづくりのテ

ーマ」について議論しました。 
さらに、同月に開催された「中

論いただいた意見に対し、アンケート調査を行い、「私も重要と思う、共感する」

というものを５つ選んでいただきました。 
町民の関心分野としては高い順に次のとお

 
 

２．子どもを安心して育てられるまちづくり 
３．若者が楽しめ、夢の持てるまちづくり 
４．安全・安心な生活環境づくり 
５．地場産業の元気なまちづくり 
６．暮らしにゆとりの感じられるまちづくり 
６．人と人とのふれあい、交流のあるまちづくり 
８．“食”の美味しいまちづくり 
９．自然環境と調和・共生したまちづくり 
９．酪農、農業の元気なまちづくり 
９．街なかの賑わい再生、市街地の活性化 
12．地方都市としての魅力をうまく活かしたまちづくり 
13．景観や風景の美しいまちづくり 
14．参加しやすい行事、イベント、祭りのある賑やかなまちづくり 
14．地域の資源を活かした観光の振興 
16．歴史を学び、伝え、感じられるまちづくり 
17．協働、共創のまちづくり 
18．スポーツが盛んなまちづくり 
18．水・空気のおいしいまちづくり 
20．交通の利便、立地特性を活かしたまちづくり 
20．広域連携によるまちづくり 
22．自然豊かな川を守り、活かしたまちづくり 
23．コンパクトな都市づくり 
24．みんなで行う都市マスの推進 

51票

42票

32票

29票

28票

26票

26票

24票

22票

22票

22票

21票

18票

16票

16票

15票

12票

11票

11票

10票

10票

6票

4票

1票

0票20票40票60票
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第２章 地域全体の都市づくり構想                 

１．都市づくり上の課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どのような視点で都市づくりを行っていくのかの課題を整理しています。

「時間の流れを軸」として都市づくり上の課題を示し、中標津町の独創的

な都市マスの構成「超長期構想（1000 年）、長期構想（100 年）、中期構想

（10･数十年）を導く課題となっています。 

 
１－１ 次世代に継承する超長期的な視点での目標像と取組み 

町民に大切にすべき環境として高く評価されている２つの環境（豊かな自然と大地、

街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産）を大切にしながら、次世代に継承する

超長期的な視点での目標像と取組みが必要です。 
特に、武佐岳や標津川、広く続く平地と変化に富んだ河岸段丘の地形などの“豊か

な自然と大地”を次世代に継承し、防風保安林や日本初の殖民軌道・鉄道跡地、道路

などの交通体系、防空壕跡等の戦時中の遺構、空港・旧海軍による空港建設用道路、

神社周辺の鎮守の森、殖民区画を基盤とした市街地、農業試験場、さけますふ化場な

ど“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産”を大切にすることが重要です。 
 

１－２ 総合計画等と連動して将来像を実現するための中長期的な目標像と取組み 
地域の発展とともに顕著となっている都市全体の安全性や活力度、都市経営などに

わたる複合的課題を解決しながら、総合計画等と連動して将来像を実現するための中

長期的な目標像と取組みが不可欠です。 
 

１－３ 地域町民の意識が高い地域課題の解決に向けた地域町民主体の取組み 
地域町民の意識が高い地域課題の解決に向けて、地域町民の観点から目標像を設定

し、地域町民が主体的に取り組むことが求められます。 
特に、タワラマップ川等の小河川、エゾリンドウ群生地などといった自然の緑地や

小河川などの身近な自然環境を守り活かすとともに、地域コミュニティの希薄化など

の課題の解決を図りながら、高齢者や障がい者、子ども、女性、若者などといった様々

な観点から検討され、取り組まなければならない事です。 

●“豊かな自然と大地”、“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺

産”を大切にしながら、次世代に継承する超長期的な視点での目標像

と取組みが必要です。 

 

●都市全体の複合的課題を解決しながら、総合計画等と連動して将来像

を実現するための中長期的な目標像と取組みが不可欠です。 

 

●地域町民の意識が高い地域課題の解決に向けて、町民の観点から目標

像を設定し、町民が主体的に取り組むことが求められます。 
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２．将来都市像と都市づくりの基本目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然や歴史を大切にし、交流・共生・自律を追求する都市づくりの将来像

です。自然や歴史を大切にした都市の骨格（ミレニアムプラン）、交流・共

生・自律を追求する都市の構造（夢実現化構想）、地域・人本位のまちづく

り（総合計画連動構想）へとつながります。 

 

２－１ 将来都市像 
将来の中標津町民のライフスタイル 

将来の中標津町民は、悠久の時を超えて形成された豊かな“自然や大地”に感謝し、開拓

に始まる街の基盤が形成された“20 世紀の近代化遺産”を大切にしながら、それらを次の世

代へ継承する人々です。また、広域から地域にわたる様々な人々との“交流”を楽しみ、自

然や農業との“共生”を積極的に図り、自由と責任を意識しながら“自律”して行動してい

る人々でもあります。 

このような町民の生活を実現するため、将来の中標津町の都市は、“豊かな自然と大地”

と“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産”を骨格としながら、“交流・共生・自律”

をテーマとした拠点やネットワークからなる構造を有することが大切です。 

まず、市街地は、人口の大幅な増加が見込めない時代の到来に対し、既存の都市基盤を最

大限活用した経営効率と公共サービス水準の高いコンパクトな規模を維持しなければなりま

せん。 

また、市街地の中心部は、商業の場としてのみならず、すべての町民が親しみ、誇れるこ

とのできる豊かな環境のもと、安心して安全に生活できる場であり、酪農などの基幹産業と

連携した生業の場であり、観光客などとの交流を楽しむ場として活性化されることが期待さ

れます。 

さらに、多くの町民のつながりや想い出を育んできた学校や集会所、公園などの公共性の

高い環境は、河川や緑道、人にやさしい歩行者道路などによってネットワークされ、いつま

でも町民のきずなをしっかりと結んでいく役割を担う必要があります。 

【将来都市像】 

●私たちは、中標津の将来都市像を「環境首都 なかしべつ」と呼ぶこ

ととし、その具体化に向けた都市づくりの基本目標を以下の３点とし

ます。 

 

【都市づくりの基本目標】 

① 自然環境と歴史環境を大切にした超長期的な都市の骨格づくりに取

り組みます。 

 

② 交流・共生・自律をテーマとした拠点やネットワークからなる長期

的な都市の構造づくりを進めます。 

 

③ “総合発展計画”を踏まえ、生活実感に基づいた実効性の高い施策

を展開する中期的な都市の整備推進を図ります。 
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■将来都市像…『環境首都 なかしべつ』 
中標津町では、 
自然や歴史といった環境を大切にするなかで、 
交流を楽しみ、 
共生を重んじ、 
自律を追求し、 
人間を中心に据えた都市を実現するための将来の都市像を 

『環境首都 なかしべつ』 

と掲げ、北海道全体の目標である“美しい北の国づくり”などの２１世紀のモ

デル都市を目指した取組みを継続していく、強い意志を内外に示し、都市づくり

に取り組みます。 
 
 

２－２ 都市づくりの基本目標 
■目標① 自然環境と歴史環境を大切にした超長期的な都市の骨格づくり 
“豊かな自然と大地”を次世代に継承し、“街の基盤が形成された 20 世紀の近代

化遺産”を大切にするために、自然と共生した“持続的な都市”と歴史を積み重ねた

“個性ある都市”を目指します。 
⇒ そのため、自然環境と歴史環境を大切にした超長期的な都市の骨格づ

くりに取り組みます。 
 
■目標② 交流・共生・自律をテーマとした長期的な都市の構造づくり 
町民一人ひとりが、それぞれの人生を豊かにするための“地域への夢や希望”を叶

えるため、様々な魅力にあふれ、深い思いやりに包まれた“交流都市”、地球に優し

く、身近なうるおいのあふれる“共生都市”、無駄が少なく、ゆとりある“自律都市”

を創造します。 
⇒ そのため、交流・共生・自律をテーマとした拠点やネットワークから

なる長期的な都市の構造づくりを進めます。 
 
■目標③ 生活実感に基づいた施策を展開する中期的な都市の整備推進 
第６期総合発展計画を上位計画とし、町民と行政の協働のもと、実効性の高い施策

を展開するため、“生活実感に基づいた都市”を整備します。 
⇒ そのため、“総合発展計画”を踏まえ、生活実感に基づいた実効性の

高い施策を展開する中期的な都市の整備推進を図ります。 
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２－３ 全体都市づくり構想の構成 
中標津町都市計画マスタープランの地域全体の都市づくり構想は、超長期構想

（1000 年）、長期構想（100 年）、中期構想（10･数十年）で構成します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■超長期構想：千年先の超長期に渡り、守り伝えていく環境を「都市の骨格」としようとする構想 

■長期構想：百年の長いスパンをかけて実現していこうとする都市の構造を示す構想 

■中期構想：総合発展計画と連動して中期的期間の中で実効性の高い施策から取り組んでいこうとする構想

 

・交流のある都市をつくろう 

・共生する都市をつくろう 

・自律した都市をつくろう 

 

・自然環境を大切にする 

・歴史環境を大切にする 

次世代の子どもたちに伝えていきた

いもの（自然環境と歴史環境）をま

ちづくりの土台にしていこうという

思いが詰められた構想です。 

1000 年

100 年

10 年～数十年

ミレニアムプラン

夢実現化構想 今すぐには無理でも、中標津で豊か

に暮らしていくために“交流・共生・

自律”をテーマとした都市の構造を

つくり、夢や希望を実現しようとす

る構想です。 

その環境を大切にしながら… 

身近な地域の問題を解決し、生活実

感に基づいたテーマで構築し、町民

と行政の協働で都市を整備していこ

うとする構想です。 

その実現を目指して… 

・土地利用      ・水と緑の環境 

・道路・交通体系   ・その他都市施設等 

都市

整備

実現するための都市整備方針 

 

・共助・協働によるふれあい、交流のあるまちづくり

・安全・安心のまちづくり 

・連携・創造の活力あるまちづくり 

・個性豊かで美しい風格のあるまちづくり 

・自律と共生のコンパクトなまちづくり 

総合計画連動構想
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３．超長期構想…都市の骨格方針 ～ミレニアムプラン～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標を受け、千年先の超長期に渡り守り伝えていく環境を都市の骨格

構造としようとする構想です。次世代の子どもたちに伝えていきたいもの

（“自然環境”と“歴史環境”）をまちづくりの土台にしていこうという思

いが詰められた構想となっています。 

 
３－１ 基本的な考え方 

「“豊かな自然と大地”を次世代に継承し、“街の基盤が形成された 20 世紀の近

代化遺産”を大切にすること」を目標とした超長期的な視点での都市の骨格づくりを

目指します。 

具体的には、“自然と共生した持続的な都市づくり”と“歴史を積み重ねた個性あ

る都市づくり”を基本的な方針とする「自然環境と歴史環境を大切にした都市の骨格

づくり」を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この“自然環境と歴史環境を大切にした都市の骨格づくり”に向けた構想のキャッ

チフレーズを「ミレニアムプラン」とし、その基本的考え方を次のとおりとします。 
 

●“自然環境と歴史環境を大切にし、千年先に伝える超長期的な都市の

骨格づくり”に向けた構想を「ミレニアムプラン」とします。 

 

【都市の骨格目標】 

①“持続的な都市”を創造する「自然との共生」の目標を“都市化以前

の状態に近い良好な自然の維持”とし、それに該当する自然環境を

大切にします。 

 

②“個性ある都市”を創造する「歴史の積み重ね」の目標を“語り継ぐ

べき開拓から近代化にいたる 20 世紀の歴史の継承”とし、それに該

当する歴史環境を大切にします。 

 
自然環境と歴史環境を大切にした都市の骨格づくり 

自然と共生した  

持続的な都市づくり 

歴史を積み重ねた 

個性ある都市づくり 

都市の骨格方針 ～ミレニアムプラン～ 
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３－２ ミレニアムプランの目標と内容 
① “持続的な都市づくり”にむけた「自然との共生」の目標 
“都市化以前の状態に近い良好な自然”に該当する自然環境を大切にします。 
“都市化以前の状態に近い良好な自然”に該当する自然環境として、 

・骨格的な河川としての標津川、 
・河岸段丘などの特色的な地形、 
・ゆめの森公園や森林公園周辺、防風保安林の緑地、 
・武佐岳への眺望を確保する空間、 
などを大切にするものとして位置づけます。また、 
・標津川や河岸段丘によって分けられてきた“積極的な利用を図るべき土地” 
を利用ゾーンとして、 
・“自然との共生に配慮すべき土地” 
を共生ゾーンとして位置づけます。 

 

② “個性ある都市づくり”にむけた「歴史の積み重ね」の目標 
“開拓から近代化にいたる 20 世紀の歴史”に該当する歴史環境を大切にします。 

“開拓から近代化にいたる 20 世紀の歴史”に該当する歴史環境として、 
・基幹産業の発展に貢献した防風保安林、 
・農業試験場、 
・さけますふ化場 
・街の発展や人・ものの動きを支えてきた道路・鉄道・空港、 
・市街地発展の礎となった開拓当時の市街地区画形態、 
・町民の心の拠り所となっていた中標津神社周辺の鎮守の森、 
・先人の足跡である史跡・遺跡 
などを大切にするものとして位置づけます。 
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都市の骨格方針～ミレニアムプラン～の概念 
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